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いよいよ参議院選が始まります。
参議院議員通常選挙（さんぎいんぎいんつうじょうせんきょ）とは、日本の選挙です。日本の国会
議員のうち上院である参議院議員の半数を3年ごとに選出する（日本国憲法第46条）選挙です。 
自民党の裏金問題や令和の米騒動などがありながら、過半数を死守するのか？それとも野党が連
帯として過半数を取るのか？という選挙になります。前哨戦であった東京都議選では、都民ファー
ストの会が過半数を獲得して、自民党は負けました。
世界に目を向ければ、とうとうアメリカがイランに爆弾を投下しました。このことにより、石油の
運搬として欠かせないホルムズ海峡が閉鎖されることが予想されます。（6月23日現在）資源の
ない日本では、また石油が高騰することが予想されます。
石油の高騰だけならまだいいですが、物価高や世界的不況にでもなる
と大変です。国内で騒いでいる米騒動どころではありません。物が買
えないどころか、物がないということにもなりかねません。
米だけでなく、食物は国内の自給でできればいいですが、資源のない
日本には他国からの輸入がとても大切です。自分の国にさえよければ
いいという話ではなく、“万が一”のときも含めて他国からも輸入し、
米が余れば他国においしい米を売るといった循環が必要なのではない
でしょうか。
ガソリンはまた上がると思います。おそらくガソリンの暫定税率どころ
の問題ではなくなると思います。



◆ 水銀に関する水俣条約とは？

◆ 水俣条約で蛍光灯は製造禁止

水銀に関する水俣条約とは、水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での
水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、水銀が人の健康
や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定める条約です。

水銀に関する水俣条約第5回締約国会議（COP5)
において、２０２７年末までの蛍光ランプの製造・輸出入禁止が決定

経緯
国連環境計画 (UNEP)では、第25回管理理事会 (2009年 )において、国際的な水
銀の管理に関して法的拘束力のある文書 (条約 )を制定するための政府間交渉を開始
すること、そのための政府間交渉委員会 (INC)を設置して2013年までのとりまと
めを目指すことに合意しました。 政府間交渉は2010年に開始され、2013年１月
に「政府間交渉委員会第5回会合」(INC5)において条約の条文案が合意されました。
2013年10月には、熊本県で外交会議が開催され、「水銀に関する水俣条約」として
条約の採択及び署名が行われました。

水銀に関する水俣条約での会議で直管蛍光灯の製造と輸出入を2027年末までに
禁止することが合意されました。2026年末で製造、輸出入禁止が既に決まっている
電球形、コンパクト形と合わせて全ての一般照明用蛍光灯の終了します。
アパート・マンションオーナーにとっては、共用部に付いている蛍光灯などは全て
製造されなくなるため今後は交換をされることがお勧めです。
そこで今回は、蛍光灯の2027年問題についてお伝えします。

▼ 蛍光灯の2027年問題
　  共用部の照明器具交換の勧め



◆ LED照明の利点
LED照明の最大の利点は、そのエネルギー効率の高さです。
LEDは従来の蛍光ランプに比べて、約50%以上のエネルギーを節約できると言わ
れています。
また、寿命も長く、一般的に8年～10年程度の使用が可能です。これにより、交換
頻度が減り、廃棄物の削減にも貢献します。
ここで、LED照明の寿命について説明いたします。LEDはいきなり不点灯とならず、
光が衰えてくる「減衰」が当初の光束の70％程度になる時点を寿命といいます。
言い換えると、4万時間程度経過すると、「ちょっと暗くなったかな？」という認識と
なります。やっかいなことに、目は順応というしくみにより、光環境に慣れてしまう
ので人間の目では気づかないこともあります。
使用場所に応じ、厳格な照度運営を行うべき施設では、定期的に照度の確認を行って
いることでしょう。一方で一般家庭の場合はLED照明の減衰に気づかずに使用して
いるケースも少なくありません。当然ながら24時間365日照明を使用する場合、
寿命は短くなります。

弊社は共用部の蛍光灯の交換工事を承っております。
ご相談は、別紙の用紙のご記入か弊社までご連絡ください。
TEL　０３－３６６５－１１６１

左記の蛍光灯が製造販売が終了するため、LED蛍光灯への変更が今から求められます。
アパート・マンションの共用部などについている蛍光灯などは、今後蛍光灯交換する
際には LED対応に変更することをお勧めします。

アパート・マンション経営には、売却、購入、建築だけでなく、売却後の納税対策
や購入後のサポート、購入するまでのファイナンスなど、取得できるまでのプロ
セスは非常に重要となります。また、法人を設立しての節税対策やその後の対策
として、保険を活用しての節税対策などがあります。
私共は、弁護士・税理士・司法書士・１級建築士・ＦＰ等、不動産を取り扱う専
門家集団である、よろず相談所を設けています。
少しでも、お悩み事があればお気軽にお問い合わせください。

ご相談は、今すぐＴＥＬ　０３－３６６５－１１６１

気になるニュース

不動産経営をトータルでサポート！



アパート・マンション共用部を照らしている蛍光灯。

2026年末で既存の蛍光灯の製造、販売が終了します！

info@1stopde.com

株式会社プロデュース

既存の蛍光灯交換はお早めに！

・現在、賃貸マンション経営中のオーナー様

ご希望の方は、メールまたはお電話で

ご連絡ください。

単に蛍光灯をLEDに変更だけでなく蛍光灯器具からの

変更をお勧めいたします！発火の危険性があります。

東京都中央区日本橋茅場町３－５－３

いただいた個人情報は、原則として、第三者に開示することはいたしません。但し、業務遂行に必要な限度で、
取り扱いを委託する場合開示することができるものとします。

※

０３-３６６５-１１６1

メール

お電話

現地調査は無料！
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〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町３-５-３  日宝茅場町ビル９F
ＴＥＬ. ０３-３６６５-１１６１  ＦＡＸ. ０３-３６６５-１１６３
E-mail : info@1stopde.com
https://www.1stopde.com　 http://blog.1stopde.com
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神秘の島！世界遺産
    屋久島無農薬のお茶

「屋久島　愛子茶」 （８０ｇ）
世界遺産屋久島の自然だからこそ

栽培できた無農薬有機栽培のお茶です。
私の叔父の茶畑で栽培されたお茶です。
神秘の島、屋久島の自然を利用した
有機栽培無農薬のお茶です。 井口 浩司

1袋ご注文の場合、1,000円（税込） 送料 250円（税別）
2袋ご注文の場合、2,000円（税込） 送料 250円（税別）
3袋以上ご注文の場合、送料サービス
ご自宅用にまたは贈呈用にご利用ください。
（採れるお茶に数に限りがございます。お早目にご注文下さい。）

※ ご注文いただいた商品のお支払いは、佐川急便代金引換サービスにて集金させていただきます！
※ 商品の在庫により、多少発送にお時間を頂く場合がございます。予めご了承ください。
　 お預かりした、個人情報は商品の発送のみにより使用させていただきます。

製造者：愛子茶園　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町３-５-３ 日宝茅場町ビル9Ｆ （毎週土･日祝定休）

Tel 03-５６４１-３７３３

ご注文は今スグ ⇒ Fax 03-3665-1163  24時間受付

（株）エージェント 担当 井口⇒
または直接お電話でお問い合わせ下さい。

販売代理：株式会社エージェント
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相続税対策は資産分析からです！
・将来の相続についてどうしたらいいのかわからない方
・ハウスメーカーや建築会社に相続対策の提案を受けている方
・あなたの相続税はいくらかかるかわからない方

資産分析は人間ドックと同じです。
建築会社･ハウスメーカーに煽られないためにまず、資産分析を！

「資産家のための法務と税務」
更に今なら先着５名様限定で

を差し上げます。

あなたの相続税について詳しく知りたい方！
今なら先着３０名様に限定で無料簡易資産分析致します。

資産分析表

借金をして賃貸経営をすれば
相続税は下がるはウソ？

東京都中央区日本橋茅場町３-５-３-9Ｆ
Tel 03-５６４１-３７３３（毎週土･日祝定休）

株式会社エージェント 担当 井口

まずはお電話でお問い合わせ下さい。

弊社提携会社　東京シテイ税理士事務所の税理士が簡易資産分析を作成致します！

先着 5 名様に、
「エンディングノート」
をプレゼント！

満室賃貸管理なら オリジナルブランド


